
意見募集案件 協働のための制度創設について 

担当課 
市民部 市民協働推進課 

電話 011-372-3311 内 637  

意見募集期間 平成 21 年 10 月 1 日（木）から平成 21 年 11 月 2 日（月）まで 

原案の公表場所（閲

覧・配布） 

◇市役所案内及び各出張所 

◇北広島市団地住民センター、エルフィンパーク 

◇中央公民館、芸術文化ホール、図書館、大曲ふれあい学習センター 

◇市ホームページ、広報きたひろしま 10 月 1 日号（概要のみ）  

意見の提出方法 ・

提出先 

・書面（様式自由）による提出 

・持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれか 

・意見提出者は、住所・氏名を記入のこと（住所・氏名の公表は行いませんが、記入のな

い意見には回答できない場合があります。） 

市民部 市民協働推進課 

郵便番号 061-1192 （住所不要）  

電話 011-372-3311 ファクシミリ 011-372-6188   

電子メールアドレス： shimink@city.kitahiroshima.lg.jp  

検討結果の公表予

定時期 

平成 21 年 12 月又は平成 22 年 1 月 

※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその

内容を公表します。 

対象となる政策等の

内容 

（１） 案を作成した趣旨、目的、理由 

平成 20 年 5 月に策定した「公益活動団体との協働指針」にもとづき、協働を促進するた

めに次の 2 つの制度を創設します。 

●公益活動事業補助金制度 

 公益活動団体の活動に対して補助金を交付することにより、公益活動の活性化を図

り、自立的な発展を促すことを目的に創設するものです。 

●協働事業提案制度 

 公益活動団体の専門性などの特性を活かした事業の提案を募集し、市と協働で実施

することにより、市民ニーズに対応したきめ細かなサービスを提供することを目的に創設

するものです。 

※公益活動団体とは、NPO 法人、ボランティア団体、市民活動団体など営利を目的とせ

ず、活動や実績を市民に公表することができる団体です。 

 

（２） その案件の決定内容（案）の骨子（概要） 

●公益活動事業補助金制度 

・初動支援コース（補助率 2 分の 1） 

 これから公益活動に取組もうとしている団体が行う事業（限度額 10 万円） 

・自主事業支援コース（補助率 2 分の 1） 

 公益活動を 1 年以上継続して行っている団体が行う事業（限度額 50 万円） 



 

●協働事業提案制度 

・市民提案型   団体の自由な発想による事業提案を募集 

・行政提案型   市から提示したテーマ（概要）にもとづき、具体的な事業提案を募集    

◆２つの制度に共通する事項 

【対象団体】 次のいずれにも該当 

(1)市内に所在し、市内で活動している 

(2)市その他の行政機関が事務局に参加していない 

(3)団体の構成員が 5 人以上 

【対象事業】 次のいずれかの活動分野に該当 

(1)保健、医療又は福祉の増進 (2)社会教育の推進 (3)まちづくりの推進 (4)学術、文

化、芸術又はスポーツの振興 (5)環境の保全 (6)災害救援 (7)地域安全 (8)人権擁護又

は平和の推進 (9)国際協力 (10)男女共同参画社会の形成の促進 (11)子どもの健全育

成 (12)情報化社会の発展 (13)科学技術の振興 (14)経済活動の活性化 (15)職業能力

の開発又は雇用機会の拡充 (16)消費者の保護 (17)前各号に掲げる活動に関する助言

及び援助 

※２つの制度とも単年度で完結する事業とし、毎年度申請・審査・決定、翌年度に評価

を行います。 

申請団体には、事業の提案（プレゼンテーション）をしていただき、公募委員で構成

された市民協働推進会議（市の付属機関）が審査を行い、事業終了後には効果などに

ついて評価も行います。 

  

（３） 案を処理したときに生じる可能性のある市民生活への影響（検討の論点等） 

・公益活動団体の専門性を活かした事業が実施されることにより、ニーズに対応したき

め細かなサービスが受けられます。 

・公益活動を通じて行政との協働に関わることで、多様な知識や経験を持つ市民が社

会で活躍できる場や機会が広がります。 

対象となる政策等の

原案 

・北広島市公益活動事業補助金交付要綱・要領・審査要領（案） 

・北広島市協働事業提案制度実施要綱・審査要領（案） 

その他 
◆パブリックコメント後のスケジュール 

平成 21 年度中に制度要綱を決定（市長決裁）し、平成 22 年度から施行します。 


